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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面側に開口部を有する筐体と、該筐体の開口部に開閉可能に取り付けられ貫通穴部の
形成された前面扉と、該前面扉の外側から前記貫通穴部に挿入装着される装着部材と、遊
技機内部に設けられた遊技に関連する機能を有する遊技関連装置と、を備えた遊技機にお
いて、
　前記装着部材は、遊技機内部の配線接続先部材に接続させる複数のコネクタが先端に設
けられて、前記各コネクタから延びる接続線を有する操作部材として構成され、
　前記前面扉には、前記接続線の通過を許容する接続線通過穴部を有するとともに、前記
操作部材が装着されている前記貫通穴部と前記遊技関連装置との間を仕切る仕切り部材が
設けられ、
　前記各接続線には、それぞれ引き出し防止部材が設けられ、
　一の接続線に設けられた前記引き出し防止部材は、前記接続線通過穴部とその断面形状
及び面積が略同一であり、
　他の接続線に設けられた前記引き出し防止部材は、前記接続線通過穴部において前記一
の接続線の接続線が通過している領域以外の領域とその断面形状及び面積が略同一である
ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記貫通穴部と前記接続線通過穴部を結ぶ方向と、該接続線通過穴部と前記遊技関連装
置とを結ぶ方向が異なることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
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【請求項３】
　前記仕切り部材は、
　板状の遮断板として構成されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記遊技関連装置は、前記前面扉に突出して設けられたスタートレバーと、該スタート
レバーと一体に形成され前記前面扉の内側に突出し、前記スタートレバーに対する操作に
応じて抽選にかかる信号を生成する遊技信号生成装置と、を備えたスタートレバーユニッ
トとして構成され、
　前記仕切り部材は、前記スタートレバーユニットの接続線を通過させる接続線通過穴部
を残して、前記スタートレバーユニットを覆うスタートレバーユニットカバー部材として
形成されたことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スロットマシン等の遊技機、及び該遊技機に対する不正を防止する方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　スロットマシン等の遊技機には、その前面扉に種々の部材が装着されており、このよう
な装着部材の中には、ベットボタンやストップボタン等の複数の操作部材が含まれる。こ
の操作部材は、操作頻度が高く故障が多いので、容易に交換を行うことができるように前
面扉と別部材で構成され、着脱自在に取り付けられることが一般的である。例えば、特許
文献１には、操作部材の一例であるベットボタンの取り付け構造が記載されている。この
文献によれば、前面扉とは別体に形成されたベットボタンの両側部に爪部を形成し、この
ベットボタンを前面扉に設けられた貫通穴部に挿入して爪部を取り付け孔の縁部に係止さ
せることで、ベットボタンの前面扉への取り付けを行なっている（文献１の図１、及び図
２参照）。このベットボタン等の操作部材が操作された際、その操作に対する信号を遊技
機内にある中継基板等の基板装置に送信する必要があるため、操作部材は、この基板装置
と接続線により接続されている。
【０００３】
　一方、遊技機内には、遊技の都度変動表示されるリールの制御や大当たり抽選等を行う
主制御基板、メダルの払い出し制御を行うホッパ基板、電源のオン・オフを管理する電源
制御基板、レバーの操作による抽選関連の信号を生成する遊技信号生成装置等、遊技者の
利益を左右する遊技関連装置が複数設けられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１８０９９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年では、前面扉と別体の操作部材が取外されている状態で空いた貫通穴部からの遊技
関連装置への行為が行われることが問題となっていた。
【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、遊技機内の装置
に不正にアクセスされることを防止できる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決する請求項１に記載の発明による遊技機は、前面側に開口部を有する筐
体と、該筐体の開口部に開閉可能に取り付けられ貫通穴部の形成された前面扉と、該前面
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扉の外側から前記貫通穴部に挿入装着される装着部材と、遊技機内部に設けられた遊技に
関連する機能を有する遊技関連装置と、を備えた遊技機において、前記装着部材は、遊技
機内部の配線接続先部材に接続させる複数のコネクタが先端に設けられて、前記各コネク
タから延びる接続線を有する操作部材として構成され、前記前面扉には、前記接続線の通
過を許容する接続線通過穴部を有するとともに、前記操作部材が装着されている前記貫通
穴部と前記遊技関連装置との間を仕切る仕切り部材が設けられ、前記各接続線には、それ
ぞれ引き出し防止部材が設けられ、一の接続線に設けられた前記引き出し防止部材は、前
記接続線通過穴部とその断面形状及び面積が略同一であり、他の接続線に設けられた前記
引き出し防止部材は、前記接続線通過穴部において前記一の接続線の接続線が通過してい
る領域以外の領域とその断面形状及び面積が略同一であることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、遊技機内の装置に不正にアクセスされることを防止できる
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施の形態におけるスロットマシンの概略的な斜視図である。
【図２】スロットマシンの前面扉が開いた状態を示す斜視図である。
【図３】スロットマシンの筐体内を正面から示す図である。
【図４】スロットマシンの正面下部を断面により示す図である。
【図５】第１の実施の形態にかかるスロットマシンの遮断板の設置状況を説明する図であ
る。
【図６】操作スイッチユニットの構成を説明する図である。
【図７】第２の実施の形態にかかるボタンカバー部材の構成を説明する図である。
【図８】ボタンカバー部材を取り付けた状態を示す図である。
【図９】第３の実施の形態にかかるボタンカバー部材の構成を説明する図である。
【図１０】第４の実施の形態においてボタンカバー部材を取り付ける態様を示す図である
。
【図１１】ボタンカバー部材を取り付けた状態を示す図である。
【図１２】第５の実施の形態においてコネクタを遮断板に挿通させる態様を示す図である
。
【図１３】図１３における要部拡大図を示す。
【図１４】コネクタを挿通させる態様を具体的に説明する図である。
【図１５】第６の実施の形態においてストップボタンの取り付け態様を説明する図である
。
【図１６】ストップボタンの構成を説明する図である。
【図１７】ストップボタンの取り付け態様を示す図である。
【図１８】ストップボタンの取り付け態様を示す図である。
【図１９】ストップボタンが取り付けられた状態を示す図である。
【図２０】第７の実施の形態においてストップボタンの取り付け態様を説明する図である
。
【図２１】ストップボタンの構成を説明する図である。
【図２２】ストップボタンが取り付けられた状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　はじめに、本実施の形態から抽出され得る発明群を手段ｎ(ｎ＝０，１，２・・・)とし
て区分して示し、それらを必要に応じて効果等を示しつつ説明する。
【００１１】
　手段０．手段０の遊技機は、前前面側に開口部を有する筐体と、該筐体の開口部に開閉
可能に取り付けられ貫通穴部の形成された前面扉と、該前面扉の外側から前記貫通穴部に
挿入装着される装着部材と、遊技機内部に設けられた遊技に関連する機能を有する遊技関
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連装置と、を備えた遊技機において、前記装着部材は、遊技機内部の配線接続先部材に接
続させる複数のコネクタが先端に設けられて、前記各コネクタから延びる接続線を有する
操作部材として構成され、前記前面扉には、前記接続線の通過を許容する接続線通過穴部
を有するとともに、前記操作部材が装着されている前記貫通穴部と前記遊技関連装置との
間を仕切る仕切り部材が設けられ、前記各接続線には、それぞれ引き出し防止部材が設け
られ、一の接続線に設けられた前記引き出し防止部材は、前記接続線通過穴部とその断面
形状及び面積が略同一であり、他の接続線に設けられた前記引き出し防止部材は、前記接
続線通過穴部において前記一の接続線の接続線が通過している領域以外の領域とその断面
形状及び面積が略同一であることを特徴とする。
【００１２】
　手段１．手段１の遊技機は、前面側に開口部を有する筐体と、該筐体の開口部に開閉可
能に取り付けられ貫通穴部の形成された前面扉と、該前面扉の外側から前記貫通穴部に挿
入装着される装着部材と、遊技機内部に設けられた遊技に関連する機能を有する遊技関連
装置と、を備えた遊技機において、前記前面扉には、前記装着部材が前記貫通穴部から取
外された状態で、該貫通穴部を通した遊技機内への侵入を規制する侵入規制手段が設けら
れたことを特徴とする。
【００１３】
　なお、遊技関連制御装置とは、主基板等の遊技の抽選に関連する制御を行う基板、抽選
関連信号を生成するスタートレバー用信号生成装置などの抽選乱数の発生に係る装置、ホ
ッパ基板等のメダルの払い出しに関連する制御を行う基板、及び遊技にかかる電気信号や
電流の伝達媒体となる配線やそのコネクタなどの不正対象となり得るものを意味する。
【００１４】
　これにより、不正を行おうとする者によって装着部材が取外され、この装着部材が装着
されていた部分の貫通穴部から針金等の不正な工具等が挿入された場合であっても、この
貫通穴部からの遊技機内への侵入を規制する侵入規制手段により、不正な工具の侵入を規
制することができ、上記遊技関連装置への不正なアクセスを防止することができる。
【００１５】
　手段２．手段２の遊技機は、手段１の遊技機において、前記装着部材は、遊技機内部の
配線接続先部材と接続線により接続される操作部材として構成され、前記侵入規制手段は
、前記操作部材からの前記接続線の通過を許容する接続線通過穴部を残して、前記操作部
材が装着されている前記貫通穴部と前記遊技関連装置との間を仕切る仕切り部材として構
成されたことを特徴とする。
【００１６】
　遊技機の一例としてのスロットマシンの一般的な構成においては、ベットボタンやスト
ップボタン等の操作部材が、遊技者などにより外側から操作される際の衝撃によって前面
扉から脱離しないように、フランジ等の係合部材を用いて前面扉の外側から取り付けられ
ている。このような取り付け状態の操作部材は、上記係合部材による前面扉への係合状態
を解除することで前面扉の外側から容易に取外される。従って、当該操作部材は、特に、
前面扉外側からの不正な取外しの対象となり易い。一方で、ベットボタンやストップボタ
ンの近傍には、遊技における抽選関連信号を生成するスタートレバーが設けられている。
この構成も、不正を試みる者が、ベットボタンやストップボタンを前面扉から不正に取外
し、内部に工具を侵入させようとする試みを助長する要因となっている。
【００１７】
　手段２の構成によれば、侵入規制手段が、操作部材に接続されている配線接続先への接
続線の通過を許容する接続線通過穴部を備え、この操作部材が装着されている貫通穴部と
前記遊技関連装置との間を仕切る仕切り部材として構成されたことによって、特に不正な
取外しが行われ易いベットボタンやストップボタン等の操作部材が挿入装着されている部
分の貫通穴部と上記遊技関連装置との間を物理的に仕切り、遊技機内の遊技関連装置への
不正なアクセスを防止することができる。
【００１８】
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　手段３．手段３の遊技機は、手段２の遊技機において、前記貫通穴部と前記接続線通過
穴部を結ぶ方向と、該接続線通過穴部と前記遊技関連装置とを結ぶ方向が異なることを特
徴とする。
【００１９】
　これによれば、前面扉における操作部材が挿入装着されている部分の貫通穴部、接続線
通過穴部、及び遊技関連装置を結ぶ経路が非直線状となるので、不正を行おうとする者に
よって装着部材が取外され、この装着部材が装着されていた部分の貫通穴部から針金等の
不正な工具等が挿入された場合であっても、この工具を、接続線通過穴部を経由して遊技
関連装置に到達させることが困難なものとなる。従って、遊技関連装置への不正アクセス
をより効果的に防止することができる。
【００２０】
　手段４．手段４の遊技機は、手段２又は手段３に記載の遊技機において、前記仕切り部
材は、板状の遮断板として構成されたことを特徴とする。これによれば、上記仕切り部材
を、遮断板を設けるという容易な方法で構成することができる。
【００２１】
　手段５．手段５の遊技機は、手段２又は３に記載の遊技機において、前記仕切り部材は
、前記操作部材の前記貫通穴部へ挿入された部分である操作部材被挿入部を覆う操作部カ
バー部材として構成されたことを特徴とする。
【００２２】
　これにより、不正を行おうとする者によって操作部材が取外され、この操作部材が装着
されていた部分の貫通穴部から針金等の不正な工具等が挿入された場合であっても、操作
部カバー部材により工具の侵入路が塞がれ、遊技機内の遊技関連装置へのアクセスを効果
的に防止することができる。
【００２３】
　手段６．手段６の遊技機は、手段５の遊技機において、前記操作部カバー部材の内部に
おいて前記接続線を通過させる経路が、非直線状に形成されたことを特徴とする。
【００２４】
　これによれば、仮に、不正を行おうとする者が、操作部材を取外して、その操作部材が
装着されていた部分の貫通穴部から工具を挿入し、操作部カバー部材内部を通して接続線
通過穴部から遊技機本体内の遊技関連装置にアクセスしようとした場合であっても、操作
部カバー部材の内部における接続線の通過経路が非直線状であるので、上記工具の操作部
カバー部材内における侵入経路も、非直線状となる。従って、工具を貫通穴部から接続線
通過穴部に到達させることが困難なものとなり、遊技機内への遊技関連装置への不正なア
クセスを効果的に防止することができる。
【００２５】
　手段７．手段７の遊技機は、手段５又は６の遊技機において、前記操作部カバー部材は
、前記操作部材の前記操作部材被挿入部、及び前記接続線を該操作部材被挿入部の部分か
ら配線接続先部材の位置までに亘って共に覆う全体カバー部材として形成されたことを特
徴とする。
【００２６】
　これによれば、操作部材の被挿入部分、及びその被挿入部分に設けられている接続線が
、配線接続先部材の部分までに亘って全体的に覆われることとなり、操作部材が装着され
ている部分の貫通穴部と連通する遊技機内部の空間は、遊技機内部の配線接続先部材以外
の装置から物理的に断絶されることとなる。従って、仮に操作部材が取外されてその操作
部材が装着されていた部分の貫通穴部から不正に工具が挿入された場合であっても、その
工具を配線接続先部材以外の装置である遊技関連装置へアクセスさせることをほぼ確実に
防止することができる。
【００２７】
　手段８．手段８の遊技機は、手段５又は６の遊技機において、前記操作部材は、前記筐
体内のリールの停止を指示するストップボタンであり、前記ストップボタンが設けられた
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高さ位置よりも低い位置に遊技媒体の払出制御を行うホッパ基板が設けられ、前記操作部
カバー部材は、前記ストップボタンの前記前面扉への被挿入部分を覆い、前記接続線通過
穴部は、前記操作部カバー部材において前記ストップボタンの高さ位置よりも高い位置に
設けられたことを特徴とする。
【００２８】
　遊技機としてのスロットマシンの一般的な構成においては、ホッパ基板は、ストップボ
タンの設けられている高さ位置よりも低い遊技機内部の下方位置に設けられている。この
ホッパ基板は、メダルの払出枚数等の制御を主として行うので、この基板に対して不正が
行われた場合には、遊技機を管理する管理者に極めて大きな損害をもたらす可能性が高い
。
【００２９】
　これに対して、手段８の遊技機によれば、ストップボタンの被挿入部分を覆う操作部カ
バー状部材においてストップボタンの高さ位置より高い部分に接続線通過穴部を形成する
ことによって、ストップボタンが装着されている部分の貫通穴部、接続線通過穴部、及び
ホッパ基板を結ぶ軌道が、大きく折れ曲がった非直線状となる。従って、上述のように不
正の対象となることで大きな損害が発生する可能性の高いホッパ基板への遊技機外部から
のアクセスを効果的に防止することができる。
【００３０】
　手段９の遊技機は、手段５又は６の遊技機において、前記操作部は、前記筐体内のリー
ルの停止を指示するストップボタンであり、前記ストップボタンが設けられた高さ位置よ
りも高い位置に遊技の抽選関連の制御を行う主制御基板が設けられ、前記操作部カバー部
材は、前記ストップボタンの前記前面扉への被挿入部分を覆い、前記接続線通過穴部は、
前記操作部カバー部材おいて前記ストップボタンの高さ位置よりも低い位置に設けられた
ことを特徴とする。
【００３１】
　遊技機としてのスロットマシンの一般的な構成においては、主制御基板は、ストップボ
タンの設けられている高さ位置よりも高い遊技機内部の上方位置に設けられている。この
主制御基板は、遊技における入賞役の抽選を主として制御する部分であるので、この基板
に対して不正が行われた場合には、遊技機を管理する管理者に極めて多大な損害をもたら
す可能性が高い。
【００３２】
　これに対して、手段９の遊技機によれば、前面扉に挿入されているストップボタンの部
分を覆う操作部カバー状部材におけるストップボタンの高さ位置より低い部分に接続線通
過穴部を形成することによって、ストップボタンが装着されている部分の貫通穴部、接続
線通過穴部、及び遊技関連装置としての主制御基板を結ぶ軌道が、大きく折れ曲がった非
直線状となる。従って、上述のように不正の対象となることで極めて大きな損害が発生す
る可能性の高い主制御基板への遊技機外部からのアクセスを効果的に防止することができ
る。
【００３３】
　手段１０の遊技機は、手段１の遊技機において、前記遊技関連装置は、前記前面扉に突
出して設けられたスタートレバーと、該スタートレバーと一体に形成され前記前面扉の内
側に突出し、前記スタートレバーに対する操作に応じて抽選にかかる信号を生成する遊技
信号生成装置と、を備えたスタートレバーユニットとして構成され、前記仕切り部材は、
前記スタートレバーユニットの接続線を通過させる接続線通過穴部を残して、前記スター
トレバーユニットを覆うスタートレバーユニットカバー部材として形成されたことを特徴
とする。
【００３４】
　一般的に、スタートレバーには、遊技者等によるレバーの操作で遊技の抽選関連の信号
を生成する遊技信号生成装置が一体に設けられている。従って、不正を行う者は、遊技の
抽選結果を不正操作する目的で、このスタートレバーの遊技信号生成装置に対するアクセ
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スを試みる可能性が高い。
【００３５】
　これに対して、手段１０の遊技機によれば、このスタートレバーと遊技信号生成装置を
スタートレバーユニットとしてカバー部材で覆ったことによって、不正の対象になり易い
遊技信号生成装置の部分への不正なアクセスを効果的に防止することができる。
【００３６】
　手段１１の遊技機に対する不正防止方法は、前面側に開口部を有する筐体と、該筐体の
開口部に開閉可能に取り付けられ貫通穴部の形成された前面扉と、該前面扉の外側から前
記貫通穴部に挿入装着される装着部材と、遊技機内部に設けられた遊技に関連する機能を
有する遊技関連装置と、備えた遊技機内の前記遊技関連装置への不正アクセスを防止する
不正防止方法において、前記前面扉に侵入規制手段を設け、前記貫通穴部からの遊技機内
への侵入を規制することを特徴とする。
【００３７】
　これにより、不正を行おうとする者によって装着部材が取外され、この取外された部分
の貫通穴部から針金等の不正な工具等が挿入された場合であっても、この貫通穴部からの
遊技機内への侵入を規制する侵入規制手段により、この不正な工具の侵入を規制すること
ができ、上記遊技関連装置への不正なアクセスを防止することができる。
【００３８】
　以下、本発明に係る遊技機の一例としてスロットマシン１の構造を図面に基づいて説明
する。なお、このスロットマシン１は、後述する第1～第６の全ての実施の形態の基本と
なる構成を備えたものである。
【００３９】
　図１は、スロットマシン１の前面扉３が閉じた状態を示す斜視図、図２は、スロットマ
シン１の前面扉３が開いた状態を示す斜視図、図３は、スロットマシン１の筐体２を正面
から示す図、図４は、スロットマシン１の正面下部を断面により示す図である。
【００４０】
　スロットマシン１は、図１及び図２に示すように、筐体２と前面扉３とからなる正面視
略矩形状の本体（遊技機本体）４を有する。
【００４１】
　前面扉３は、略平板状のフレーム２０に、スタートレバー２６やセレクタ９等の種々の
装置類が装着されて構成されている。フレーム２０は、フレーム２０の上端部から高さ方
向略中央部まで下方に移行するにしたがって手前側に突出するように傾斜した傾斜部２０
Ａと、傾斜部２０Ａの下端から手前側に突出してフレーム２０の左右に亘って所定の高さ
幅で延在する突出部２０Ｂと、突出部２０Ｂよりも奥側に後退した位置で突出部２０Ｂか
らフレーム２０の下端部まで垂下する垂下部２０Ｃを有する。
【００４２】
　フレーム２０は、左端部の上下複数カ所がヒンジ５（図２を参照）によって筐体２に連
結されて取り付けられ、筐体２の前部を容易に開放及び閉塞できるようになっている。そ
して、フレーム２０の右端部には、筐体２に対して前面扉３を閉塞して施錠状態とする施
錠装置６と、その施錠装置６による施錠状態を解除して前面扉３を開放するためのキーシ
リンダ７が設けられている。
【００４３】
　前面扉３の前面には、フレーム２０に取り付けられた装置類によって、上方から下方に
向かって順番に並ぶように、演出部３Ａ、表示部３Ｂ、操作スイッチユニット３Ｃ、装飾
部３Ｄ、払出部３Ｅが形成されている。
【００４４】
　演出部３Ａは、遊技者に対して光や音、映像を用いて演出を行う演出装置２１を有する
。演出装置２１は、フレーム２０の傾斜部２０Ａに取り付けられており、遊技の進行に伴
って点灯・点滅する上部ランプ２１ａと、上部ランプ２１ａの下方位置で左右両側に各々
配置されて種々の効果音等を発生させる一対のスピーカ２１ｂ－１、２１ｂ－２と、これ
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ら一対のスピーカ２１ｂ－１、２１ｂ－２の間に配設されて、画像・映像等の種々の情報
を表示する液晶ディスプレイ２１ｃを有する。
【００４５】
　表示部３Ｂは、遊技者に遊技状態を示す表示用パネル２２を有する。表示用パネル２２
は、フレーム２０の傾斜部２０Ａに開口する矩形の開口部に嵌合されて取り付けられてい
る。表示用パネル２２の略中央位置には、透明又は半透明な材質によって表示窓２２ａが
一体成形されており、その表示窓２２ａから筐体２の内方の回転リール１１ａ～１１ｃを
視認できるようになっている。
【００４６】
　操作スイッチユニット３Ｃは、表示用パネル２２の下端から手前側に向かって平面状に
突出する突出部２０Ｂの上面部２０Ｂａに、ベットボタン２３とメダル投入口２４とが左
右に離れて設けられている。そして、上面部２０Ｂａの手前側の端部で折曲されて垂下す
る突出部２０Ｂの前面部２０Ｂｂに、精算ボタン２５、回転リール１１ａ～１１ｃの回転
開始を指示するためのスタートレバー２６、回転リール１１ａ～１１ｃの回転停止を指示
するためのストップボタン２７等の各操作手段が横一列に並ぶように配設されている。な
お、このベットボタン２３は、前面扉３とは別体に構成され、前面扉３の表裏面を貫通す
る貫通穴部１９に挿入装着され、スロットマシン１内部にあるベットボタン２３の配線接
続先である中継基板と接続線により接続されている。一方、ストップボタン２７も同様に
、前面扉３とは別体に構成され、前面扉３の表裏面を貫通する貫通穴部２９に挿入装着さ
れ、スロットマシン１内部の上記中継基板と接続されている。
【００４７】
　更に、スタートレバー２６には、前面扉３の内側に突出し、スタートレバー２６に対す
る操作に応じて抽選にかかる信号を生成し中継基板に出力する図示しない遊技信号生成装
置が設けられている。
【００４８】
　装飾部３Ｄは、機種名や遊技に関わるキャラクタ等を表示する装飾用パネル４０を有す
る。装飾用パネル４０は、装飾用パネル４０の裏面側に設けられた照明装置の光源Ｐから
照射される光によって照明されて、装飾が際立つようになっている。照明装置は、光源Ｐ
として冷陰極管を備えており、図４に示すように、装飾用パネル４０の表示部４２とフレ
ーム２０の垂下部２０Ｃとの間で前面扉３の左右に延在し、両端がフレーム２０に支持さ
れている。光源Ｐは、電源の供給を受けて放射状に光を照射する。
【００４９】
　装飾用パネル４０は、保護カバー５１と減光手段６１を備えている。保護カバー５１は
、フレーム２０の垂下部２０Ｃの前方で上下に延在する表示部５２と、表示部５２の下端
で折曲されて後方に向かって延在し、メダル受け皿３３に対向する対向部５３とが一体に
形成され、透明又は半透明のプラスチックやアクリル等、硬質の合成樹脂製材料等の光透
過性部材によって構成されている。
【００５０】
　減光手段６１は、保護カバー５１の対向部５３の少なくとも一部を覆い、光源Ｐからメ
ダル受け皿３３に向かって照射される光を減光する構成を有しており、対向部５３の上面
に取り付けられて光源Ｐからメダル受け皿３３に向かって照射される光を遮光する遮光プ
レート６２と、遮光プレート６２に開口して光源Ｐからメダル受け皿３３に向かって照射
される光を通過させる開口部６６と、開口部６６に脱着自在に取り付けられて開口部６６
を通過する光を透過させて光量や色等を変更する透過光調整部６８によって構成されてい
る。
【００５１】
　開口部６６は、光源Ｐから照射された光が通過してメダル受け皿３３を照明する位置に
設けられている。開口部６６の大きさは、光源Ｐからメダル受け皿３３内を照明するのに
必要でかつ遊技者が眩しくない程度の光量の光を透過させることができる大きさに設定さ
れている。
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【００５２】
　したがって、光源Ｐから照射された光を減光手段６１で減光して、メダル受け皿３３に
照射される光の光量を調整することができ、適切な光量の光でメダル受け皿３３を照明で
き、遊技者にとって眩しすぎず、かつ、メダル受け皿３３上のメダルの存否確認を容易な
らしめ、メダル受け皿３３上のメダルの取り忘れを防ぐことができる。
【００５３】
　特に、メダル受け皿３３の底板部３３Ａの強度を補強するために底板部３３Ａの底面に
金属製の板部材が敷設されて、上方からの光を反射し易い構造となっている場合には、減
光手段６１によって適切な光量に減光することにより、遊技者が眩しく感じるのを有効に
防ぐことができる。
【００５４】
　そして、保護カバー５１の表示部５２と対向部４３が一体に形成されているので、光を
透過させるための開口部等を保護カバー５１に開ける必要がない。したがって、針金等の
棒状の異物が保護カバー５１を貫通して挿入されるおそれがなく、スロットマシン１の設
定状態を不正に変更する等の不正行為を有効に防ぐことができる。
【００５５】
　払出部３Ｅは、メダル払出口３１や演出用スピーカ３２Ｌ、３２Ｒ、メダル受け皿３３
等を有する。メダル払出口３１は、図１に示すように、フレーム２０の左右方向略中央位
置に開口形成されており、排出用通路８（図２を参照）の下流端が連通して接続されてい
る。演出用スピーカ３２Ｌ、３２Ｒは、メダル払出口３１の左右方向両側に位置するよう
に前面扉３のフレーム２０に取り付けられている。
【００５６】
　メダル受け皿３３は、メダル受け皿取付板３０を介してフレーム２０に取り付けられて
いる。メダル受け皿取付板３０は、一枚の平板状の金属板によって構成されており、フレ
ーム２０の垂下部２０Ｃに重ね合わせるように取り付けられて、前面扉３の左右に亘って
延在し、左右の演出用スピーカ３２Ｌ、３２Ｒの前面を覆っている。
【００５７】
　メダル受け皿取付板３０の略中央には、フレーム２０のメダル払出口３１の位置に対応
してメダル出口３０ａが開口形成されており、メダル払出口３１からメダル受け皿３３に
メダルが排出されるようになっている。また、メダル受け皿取付板３０の左右両側には、
演出用スピーカ３２Ｌ、３２Ｒの位置に対応して複数の小孔３０ｂがメッシュ状に形成さ
れて、演出用スピーカ３２Ｌ、３２Ｒからの音声等が前面扉３の前方である手前側に向か
って発せられるようになっている。
【００５８】
　メダル受け皿３３は、フレーム２０の垂下部２０Ｃから手前側に突出して前面扉３の左
右に延在するように取り付けられている。メダル受け皿３３は、メダル払出口３１よりも
下方位置で底面が左右に広がる底板部３３Ａと、底板部３３Ａの外端縁に沿って設けられ
て底面から上方に延出する縦壁部３３Ｂを有し、メダル受け皿取付板３０に取り付けられ
た場合に、縦壁部３３Ｂとメダル受け皿取付板３０との間に囲まれて上方が開放された所
定枚数のメダルを貯留可能な貯留空間を形成する構成を有する。
【００５９】
　縦壁部３３Ｂは、メダル受け皿取付板３０から手前側に向かって延出するように基端が
メダル受け皿取付板３０に固定される左右一対の側面壁部３３Ｂａ、３３Ｂｂと、メダル
受け皿取付板３０に沿って左右に延在するように一対の側面壁部３３Ｂａ、３３Ｂｂの先
端間を連結してメダル払出口３１に対向配置される正面壁部３３Ｂｃを有する。
【００６０】
　左側面壁部３３Ｂａは、前面扉３の左端部よりも内方に位置し、前面扉３の左端部と左
側面壁部３３Ｂａとの間には灰皿３３Ｃが配設されている。右側面壁部３３Ｂｂは、前面
扉３の右端部に沿って位置し、メダル受け皿取付板３０から手前側に向かって移行するに
したがって右側面壁部３３Ｂｂの上端が漸次下方に移行し、正面壁部３３Ｂｃの上端に滑
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らかに連続している。
【００６１】
　筐体２は、スロットマシン１の骨格をなす部材であり、天板２Ａ、底板２Ｂ、背板２Ｃ
、左側板２Ｄ、右側板２Ｅからなり、図２に示すように、前部が開放された箱形状を有し
ている。
【００６２】
　筐体２の内方の略中央高さ位置には、リールユニット１１が配設されている。リールユ
ニット１１は、複数個の回転リール１１ａ～１１ｃを有している。各回転リール１１ａ～
１１ｃは、その回転中心軸線が筐体２の横幅方向に同一軸線上に延びるように配置されて
おり、表示窓２２ａから回転リール１１ａ～１１ｃの表面を視認できるようになっている
。
【００６３】
　回転リール１１ａ～１１ｃの表面には、周回方向に所定間隔をおいて複数種類の図柄が
表示されており、表示窓２２ａから上下に３つの図柄が視認できるように配置されている
。そして、リール１１ａ～１１ｃの正転により、各表示窓２２ａには各種図柄が上から下
に移動しているように映し出される。
【００６４】
　各リール１１ａ～１１ｃは、個々にステッピングモータ（図示せず）に連結されており
、各ステッピングモータにより別個独立して回転駆動され、リール表面の図柄が表示窓２
２ａから視認可能な位置に停止される。
【００６５】
　筐体２の内方の上部位置には、主制御基板ユニット１２が配設されている。主制御基板
ユニット１２は、スロットマシン１の遊技動作を制御するメイン制御基板が制御基板収納
ボックス内に収容された状態で、台座装置によって筐体２の背板２Cに取付支持されてい
る。
【００６６】
　筐体２の内方の下部位置には、電源ボックス１３とメダル払出手段１４と補助タンク５
０が左右に並んで配置されている。電源ボックス１３は、筐体２の左側板２Ｄに沿って設
けられており、開閉扉１３ａを開くことで露出される正面部には、電源スイッチ、リセッ
トスイッチ、設定キー挿入孔（いずれも図示せず）が設けられている。電源スイッチは、
主制御装置等を始めとする各部に電源を供給するための起動スイッチである。
【００６７】
　リセットスイッチは、スロットマシンの各種状態をリセットするためのスイッチである
。本スロットマシン１は、各種データのバックアップ機能を有しており、万一停電が発生
した際でも停電時の状態を保持し、停電からの復旧（復電）の際には停電時の状態に復帰
できるようになっている。したがって、例えば遊技ホールの営業が終了する場合のように
通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が記憶保持されるが、リセットスイッチを押し
ながら電源スイッチをオンすると、バックアップデータがリセットされるようになってい
る。また、電源スイッチがオンされている状態でリセットスイッチを押した場合には、エ
ラー状態がリセットされる。
【００６８】
　設定キー挿入孔は、ホール管理者などがメダルの出玉調整を行うためのものである。す
なわち、ホール管理者等が設定キーを設定キー挿入孔へ挿入して操作することにより、ス
ロットマシン１の設定状態（当選確率設定処理）を「設定１」から「設定６」まで変更で
きるようになっている。
【００６９】
　メダル払出手段１４は、図示していないスライド機構を介して筐体２の底板２Ｂの上面
に取り付けられており、前面扉３を開放した状態で筐体２の内方から前方に向かって引き
出すことができるようになっている。
【００７０】
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　メダル払出手段１４は、メダルを貯留するホッパ１５と、ホッパ１５内のメダルをメダ
ル受け皿３３に払い出す払出装置１６と、ホッパ１５から溢れたメダルをホッパ１５の外
に排出するメダル排出口１８等を備えている。そして、底板２Ｂの上面に払出装置１６が
スライド移動可能に支持され、払出装置１６の上部にホッパ１５が取り付けられ、ホッパ
１５にメダル排出口１８が形成されている。
【００７１】
　払出装置１６は、モータ等の駆動手段により回転体を回転させて（いずれも図示せず）
、ホッパ１５内のメダルを払出口１６ａから払い出して排出用通路８に流入させる構成を
有する。ホッパ１５は、筐体２の上下方向に延在する平面視略矩形の胴部１５Ａと、胴部
１５Ａの下端部を閉塞する底部１５Ｂとからなる有底筒状をなす。胴部１５Ａは、左壁部
１５Ａｃと右壁部１５Ａｄとが筐体２の左側板２Ｄ、右側板２Ｅと平行に延在し、後壁部
１５Ａｂが筐体２の背板２Ｃに沿って延在し、前壁部１５Ａａが筐体２の前部で左右に延
在するように配置される。
【００７２】
　そして、胴部１５Ａの上端部は、上方に向かって開放されており、ホッパ１５内にメダ
ルが投入される投入口１７が形成されている。底部１５Ｂは、互いに対向して下方に移行
するにしたがって漸次接近するように傾斜した左右一対の傾斜部１５Ｂａ、１５Ｂｂを有
している。これら左右一対の傾斜部１５Ｂａ、１５Ｂｂのうち、図３で左側に示される傾
斜部１５Ｂａには、払出装置１６にメダルを供給する供給口が形成されている。
【００７３】
　そして、図３で右側に示される傾斜部１５Ｂｂは、払出装置１６よりも筐体２の右側板
２Ｅ側に突出し、底板２Ｂの上面と対向している。メダル排出口１８は、補助タンク５０
の上方に位置し、ホッパ１５から溢れてメダル排出口１８から排出されたメダルを補助タ
ンク５０内に流入させることができるように、胴部１５Ａの右壁部１５Ａｄに形成されて
いる。
【００７４】
　補助タンク５０は、前面扉３を開放した状態で筐体２の内方から前方に向かって引き出
して取り外しできるように、筐体２の底板２Ｂの上面に載せた状態で収容されて、遊技機
本体４内に装着される。筐体２の底板２Ｂには、補助タンク５０に収容したメダルを遊技
機本体４の下方に位置する自動回収装置に供給するためのメダル回収穴が開口形成されて
いる。
【００７５】
（第１の実施の形態）
　以下、第1の形態について図面を参照にして詳細に説明する。
【００７６】
　図５は、本実施の形態に係るスロットマシン１において、前面扉３の外側からのスロッ
トマシン１内の装置に対する不正なアクセスを規制するための構成を説明する図である。
図示のように、本実施の形態では、操作スイッチユニット３Ｃが前面扉３に対して着脱自
在に取り付けられる構造であり、前面扉３の操作スイッチユニット３Ｃが取り付けられて
いる部分には、操作スイッチユニット３Ｃのストップボタン２７が装着されている貫通穴
部２９やベットボタン２３が装着されている貫通穴部１９と、スロットマシン１内部の主
制御基板やホッパ基板等の遊技関連装置と、を仕切る遮断板８０が設けられている。
【００７７】
　この遮断板８０は、前面扉３の幅方向全域に亘って延在する長さで略矩形状に形成され
ており、スタートレバー２６の接続線を通過させる接続線通過穴８２と、ベットボタン２
３及びストップボタン２７－１～３等のスタートレバー２６の接続線以外の操作部材の接
続線を通過させる接続線通過穴８４と、メダル投入口２４から投入されたメダルを筐体２
内にあるホッパに案内するメダル案内部８６を有している。また、この遮断板８０の両端
の近傍位置にネジ止め部８１が設けられている。
【００７８】
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　接続線通過穴８２は、スタートレバー２６から筐体２内の配線接続先部材である中継基
板に接続される接続線を挿通させることが可能となるように、極力小さく略矩形状に形成
されている。同様に、接続線通過穴８４も、操作スイッチユニット３Ｃが前面扉３に取り
付けられた状態でストップボタン２７－１～３、及びベットボタン２３から筐体２内の中
継基板に接続する接続線を全て挿通可能である範囲で可及的に小さく形成されている。
【００７９】
　メダル案内部８６は、操作スイッチユニット３Ｃが前面扉３に取り付けられた状態でメ
ダル投入口２４の直下位置に位置してメダルを通過させるメダル通過口８６ａを有してい
る。
【００８０】
　一方、装飾パネル４０は、操作スイッチユニット３Ｃのストップボタン２７に対応する
位置に設けられたストップボタン挿通穴９１、スタートレバー２６に対応する位置に設け
られたスタートレバー挿通穴８４、その上部両端位置に形成された係合片９３を有してい
る。
【００８１】
　そして、この装飾パネル４０は、ストップボタン挿通穴９１、スタートレバー挿通穴８
４、及びキーシリンダ７を、それぞれ操作スイッチユニット３Ｃのストップボタン２７、
スタートレバー２６、及びキーシリンダ受け穴８７に対応させるとともに、操作スイッチ
ユニット３Ｃの凸部受け穴８９に装飾パネル４０の裏面側に設けられた図示しない凸部を
対応させ、係合片９３を操作スイッチユニット３Ｃの端部スリット８５に挿入して操作ス
イッチユニット３Ｃと一体化させた状態で前面扉３に固着される。これにより、操作スイ
ッチユニット３Ｃが前面扉３から不正に取外されることが防止される。
【００８２】
　なお、本実施の形態では、上記操作スイッチユニット３Ｃと装飾パネル４０を組み合わ
せた部材の前面扉３への取り付けを強固に行なうために、装飾パネル４０の係合片９３や
その裏面側下部位置に形成された図示しない爪部を、前面扉３の所定箇所に形成された爪
受け部に係合させている。
【００８３】
　上記構成によれば、ベットボタン２３やストップボタン２７が取外されて貫通穴部１９
や２９から針金等の工具が不正に挿入された場合であっても、前面扉３に設けられた遮断
板８０により、この工具の侵入を物理的に遮断することができる。
【００８４】
　特に、本実施の形態では、遮断板８０に設けられた接続線通過穴８４を、ベットボタン
２３が装着されている貫通穴部１９やストップボタン２７が装着されている貫通穴部２９
よりも小さくすることが好ましい。これにより、貫通穴部１９、２９から不正に挿入され
た工具の可動範囲をより制限することができる。なお、接続線通過穴８４を遮断板８０で
はなく、例えば、前面扉３の何れかの位置に設けても良い。この場合、接続線通過穴８４
からスロットマシン１内部への直線軌道上に不正対象となる主制御基板やホッパ基板が位
置することがないように、前面扉３における接続線通過穴８４を設ける場所を選定するこ
とが好ましい。
【００８５】
　また、例えば、主制御基板等の遊技の抽選の抽選結果を左右する重要な制御を行う遊技
制御装置は、アクリル等の樹脂性のケースでカバーされた状態で筐体３内に設置されるこ
とがあるが、このような場合においても、わざわざ重要な装置全てを個々に樹脂製のケー
スに収容するという煩雑な作業を行うことなく、１個の遮断板８０を設けるだけで不正対
象となり得るスロットマシン１内の遊技関連装置を全て保護することができる。なお、さ
らに高い安全度を追求するために、重要な装置をアクリルケースに収容して筐体３内に設
置した上でさらに遮断板８０を設けても良い。
【００８６】
　一方、本実施の形態では、遊技の抽選に関連するスタートレバー２６に対して、さらに
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不正行為に対する安全度を高める構成が具備されている。
【００８７】
　図６は、操作スイッチユニット３Ｃの構成を説明する図である。図示のように、本実施
の形態では、スターレバー２６及びそれに付属する遊技信号生成装置全体がカバー部材９
０によって覆われ、このスタートレバー２６と略矩形状のカバー部材９０により覆われた
部分とによってスタートレバーユニット９２が構成されている。
【００８８】
　このスタートレバーユニット９２は、図６（ａ）及び図６（ｂ）から理解されるように
、操作スイッチユニット３Ｃに対して着脱自在となっている。なお、このスタートレバー
９２は、操作スイッチユニット３Ｃが前面扉３から取外された状態でないと、操作スイッ
チユニット３Ｃから取外せない構造である。
【００８９】
　図６（ｃ）には、スタートレバーユニット９２の内側の構造を概略的に示している。図
示のように、スタートレバーユニット９２のカバー部材９０は、スタートレバーユニット
９２の基端部分に取り付けられる接続線を通すことが可能となるように、この基端部分に
対向する位置に開口部９０ａが形成されている。そして、図６（ｄ）に示すように、スタ
ートレバーユニット９２が操作スイッチユニット３Ｃに取り付けられた状態で、開口部９
０ａに接続線９５が挿通され、スタートレバーユニット９２に接続される。なお、操作ス
イッチユニット３Ｃの底部における切欠き９６は、操作スイッチユニット３Ｃを前面扉３
に取り付ける際に、メダル案内装置８６の位置に対応する部分である。
【００９０】
　このようなスタートレバーユニット９２が取り付けられた状態の操作スイッチユニット
３Ｃが、前面扉３に固定されることによって、カバー部材９０の開口部９０ａが遮断板８
０におけるスタートレバー用の接続線通過穴８２（図５参照）の部分と当接する状態とな
り、接続線９５は接続線通過穴８２内に案内される。
【００９１】
　上記構成によれば、一般的に不正対象になり易いスターレバー２６の遊技信号生成装置
が、カバー部材９０と遮断板８０により被覆された状態となるので、遊技の抽選に関連す
る重要な装置、すなわち、不正の対象となる可能性の高い装置を安全に保護することがで
きる。また、万が一、不正を試みる者による工具の侵入などの衝撃によりスタートレバー
ユニット９２が破損してしまった場合であっても、このスタートレバーユニット９２は着
脱自在に構成されているので、その交換を容易に行うことができる。
【００９２】
　（第２の実施の形態）
　以下、第2の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の要素には同
一の符号を付し、その説明を省略する。
【００９３】
　図７は、本実施の形態に係るスロットマシン１の前面扉３の貫通穴部２９に装着された
ストップボタン２７の被挿入部分をカバーするボタンカバー部材９４の構成を説明する図
である。図示のように、本実施の形態では、操作部３Ｃは第１の実施の形態のように着脱
式のユニット型ではなく、前面扉３と一体型となっている。そして、各ストップボタン２
７－１、２７－２、２７－３の前面扉裏側の部分をまとめてカバーするボタンカバー部材
９４が設けられる。このボタンカバー部材９４は、アクリルやポリカーボネート等の樹脂
で形成されており、両側部に形成された取り付け部９４ａのネジ孔９７において操作部３
Ｃの所定箇所にネジ止めされることで、操作部３Ｃに固定される。
【００９４】
　また、ボタンカバー部材９４におけるストップボタン２７の高さ位置よりも高い位置に
は、各ストップボタン２７－１、２７－２、２７－３の接続線９５－１、９５－２、９５
－３をそれぞれ通過させる３箇所のストップボタン用接続線通過穴９６－１、９６－２、
９６－３が等間隔に設けられている。
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【００９５】
　図８は、ボタンカバー部材９４が取り付けられた状態の操作部３Ｃの構造を説明する図
である。図示のように、前面扉３の各ストップボタン２７－１～２７－３の部分がボタン
カバー部材９４により覆われた状態となることにより、不正を試みようとする者が、スト
ップボタン２７を前面扉３の外側から取外して、その取外された部分の貫通穴部２９（図
１参照）から不正な工具を侵入させ、スロットマシン１内の遊技制御装置にアクセスしよ
うとした場合であっても、ボタンカバー部材９４がその工具を遮り、スロットマシン１内
部の装置への不正なアクセスを禁止することができる。
【００９６】
　特に、本実施の形態では、上述のようにボタンカバー部材９４のストップボタン用接続
線通過穴９６がストップボタン２７の高さ位置よりも高い位置に設けられているので、不
正を行う者が貫通穴部２９から工具を侵入させ、それをストップボタン用接続線通過穴９
６に通しても、その工具をスロットマシン１内部におけるストップボタン２７の高さ位置
よりも低い位置に設けられたホッパ基板等の遊技制御装置へアクセスさせることが極めて
困難なものとなる。従って、不正行為に対する安全度をより向上させることができる。
【００９７】
　なお、ストップボタン２７の接続線通過穴９６を下部位置、すなわち、ストップボタン
２７の高さ位置よりも低い位置に設け、スロットマシン１内部におけるストップボタン２
７の高さ位置よりも高い位置に設けられた主制御基板等の遊技制御装置への不正なアクセ
スを防止するようにしても良い。
【００９８】
　（第３の実施の形態）
　以下、第3の実施の形態について説明する。なお、上記第2の実施の形態と同様の要素に
は、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００９９】
　図９は、本実施の形態に係るスロットマシン１のストップボタン２７の前面扉裏側の部
分に設けられたボタンカバー部材９４の構成を説明する図である。図示のように、本実施
の形態では、ボタンカバー部材９４の下部位置でストップボタン２７の高さ位置によりも
低い位置に接続線案内部９８が接続線通過穴９６に連通するようにして設けられている。
この接続線案内部９８は、ボタンカバー部材９４から下方に屈曲して所定長さ延在する湾
曲形状を有しており、その先端が開口されて接続線出口１００が形成されている。従って
、ストップボタン２７に設けられる接続線９５は、接続線案内部９８に案内され接続線出
口１００から出て、図示しない中継基板に接続される。
【０１００】
　上記構成によれば、ストップボタン２７が装着されている部分の貫通穴部２９（図１参
照）と接続線出口１００を直線で結ぶことができない形状であるので、この貫通穴部２９
から不正に工具が挿通された場合であってもスロットマシン１内部への侵入経路（すなわ
ち、接続線案内部９８の内部）が非直線状となり、遊技制御装置へのアクセスが困難なも
のとなる。従って、スロットマシン１内の装置に対する不正な操作をより効果的に防止す
ることができる。特に、上述のように、接続線案内部９８が下方に湾曲した形状であるこ
とから、不正を行う者が、工具を貫通穴部２９に挿通して接続線案内部９８を経由して接
続線出口１００から出すことに成功したとしても、この工具は下方向に誘導された状態と
なるので、スロットマシン１内の比較的上部位置に配置されている主制御基板へのアクセ
スは極めて困難なものとなる。従って、不正行為に対する安全度をより向上させることが
できる。
【０１０１】
（第４の実施の形態）
　以下、第4の実施の形態について説明する。なお、第3の実施の形態と同様の要素には、
同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１０２】
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　図１０は、本実施の形態におけるボタンカバー部材９４を前面扉３の裏側から取り付け
る状態を説明する説明図であり、図示のように、本実施の形態におけるボタンカバー部材
９４の下部位置の接続線通過穴９６に連通するようにして屈曲形状に形成されストップボ
タン２７の接続線９５をまとめてカバーし案内する接続線カバー部１０２が設けられてい
る。この接続線カバー部１０２は、ボタンカバー部材９４がストップボタン２７の前面扉
裏側の部分に取り付けられた状態で、接続線９５の接続先である中継基板１３０の中継基
板コネクタ１３２に到達可能な長さに形成されており、さらに、その状態で中継基板コネ
クタ１３２に対向する位置に、接続線出口１００が設けられている。これにより、接続線
カバー部１０２にカバーされている接続線９５は、この接続線出口１００から出て、その
コネクタ１０６が中継基板コネクタ１３２に接続される。
【０１０３】
　図１１は、ボタンカバー部材９４を前面扉３の裏側から取り付けた状態を概略的に示す
図である。図示のように、本実施の形態の接続線カバー部１０２により、ストップボタン
２７の前面扉裏側の部分、及び接続線９５は、ボタンカバー部材９４とその接続線カバー
部１０２により全体的に覆われた状態となる。
【０１０４】
　これにより、ストップボタン２７が前面扉３の外側から取外された場合でも、ストップ
ボタン２７が装着されていた部分の貫通穴部２９と連通するスロットマシン１内部の空間
は、ホッパ基板や主制御基板から物理的に断絶されることとなる。従って、ストップボタ
ン２７が取外された部分の貫通穴部２９から不正に工具が挿入された場合であっても、こ
の工具のホッパ基板や主制御基板等の遊技制御装置へのアクセスをほぼ確実に防止するこ
とができる。
【０１０５】
　（第５の実施の形態）
　以下、第５の実施の形態について説明する。なお、第1の実施の形態と同様の要素には
、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１０６】
　図１２は、本実施の形態にかかるスロットマシン１において各ストップボタン２７－１
～２７－３の接続線９５を、上述の中継基板に取り付ける部分であるコネクタ側から接続
線通過穴８４に通過させる構成を説明する図であり、図１３は、図１２における要部の概
略拡大図である。
【０１０７】
　図示のように、本実施の形態では、接続線通過穴８４は、主開口部８４ａと、この主開
口部８４ａの両端部にそれぞれ形成された突出開口部８４ｂ及び８４ｃによって構成され
た正面視逆Ｔ字形状に形成されている。また、ストップボタン２７－１～３の接続線９５
－１～９５－３においては、それぞれ中継基板に接続させるコネクタ１０６－１～１０６
－３が設けられており、このコネクタ１０６－１～１０６－３の断面の形状及び面積は、
接続線通過穴８４の主開口部８４ａの断面の形状及び面積とほぼ一致している。そして、
本実施の形態においては、配線９５－１、９５－２におけるコネクタ１０６－１、１０６
－２の近傍位置には、引き出し防止部材１０４－１、及び１０４－２がそれぞれ設けられ
ている。
【０１０８】
　引き出し防止部材１０４－１の断面の形状及び面積は、接続線通過穴８４全体の断面の
形状及び面積とほぼ一致している。すなわち、引き出し防止部材１０４－１は、接続線通
過穴８４を通過可能となるように可及的に大きな面積に形成されている。また、引き出し
防止部材１０４－２は、引き出し防止部材１０４－１と比較して、接続線通過穴８４の突
出開口部８４ｂに対応する箇所が欠けている形状に形成されている。
【０１０９】
　図１４（ａ）～図１４（ｃ）は、接続線９５－１～９５－３をコネクタ１０６－１～１
０６－３側から接続線通過穴８４に挿通させる態様を説明する説明図である。
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【０１１０】
　先ず、図１４（ａ）に示すように、接続線９５－１をコネクタ１０６－１側から接続線
通過穴８４に挿通させ、引き出し防止部材１０４－１を通過させる。上述のように引き出
し防止部材１０４－１の断面の形状及び面積が接続線通過穴８４の形状及び面積とほぼ一
致することから、引き出し防止部材１０４－１は、接続線通過穴８４のほぼ全体を通って
通過する。
【０１１１】
　そして、接続線９５－１の引き出し防止部材１０４－１を接続線通過穴８４に通過させ
た後に、図１４（ｂ）に示すように、穴８４を通過した状態の接続線９５－１を突出開口
部８４ｂの部分にまとめて、接続線９５－２をコネクタ１０６－２側から接続線通過穴８
４に挿通させ、引き出し防止部材１０４－２を通過させる。上述のように、引き出し防止
部材１０４－２は、引き出し防止部材１０４－１と比較して、接続線通過穴８４の突出開
口部８４ｂに対応する箇所が欠けている形状に形成されているので、突出開口部８４ｂに
接続線９５－１が挿通されている状態であっても、主開口部８４ａと突出開口部８４ｂの
部分で引き出し防止部材１０４－２をぎりぎり通過させることができる。
【０１１２】
　更に、接続線９５－２の引き出し防止部材１０４－２を接続線通過穴８４に通過させた
後に、図１４（ｃ）に示すように、穴８４を通過した状態の接続線９５－２を突出開口部
８４ｃの部分にまとめて、接続線９５－３をコネクタ１０６－３側から接続線通過穴８４
に通過させる。上述のように、コネクタ１０６－３の断面の形状及び面積は、接続線通過
穴８４の主開口部８４ａの断面の形状及び面積とほぼ一致することから、コネクタ１０６
－３は、接続線通過穴８４のほぼ全体を通って通過する。
【０１１３】
　そして、接続線通過穴部８４を通って筐体２の内部側に入ったコネクタ１０６－１～１
０６－３は、筐体２内の中継基板に接続される。なお、図示しないが、ベットボタン２３
の接続線は、このコネクタ１０６－３を接続線通過穴８４に通過させた後に、この接続線
通過穴８４に通過させることができる。
【０１１４】
　上記構成によれば、ただ１つの可及的に面積の小さい接続線通過穴８４においてコネク
タ１０６を有する接続線９５を通過させることができる。従って、ベットボタン２３等の
操作部材が外部から取外され、そのベットボタン２３が装着されていた部分の貫通穴部１
９などから接続線通過穴８４を狙って不正な工具の挿入が試みられた場合であっても、そ
の接続線通過穴８４を通してスロットマシン１内部へ工具を侵入させることが極めて困難
なもとなる。
【０１１５】
　一方、上述のように接続線通過穴部８４に挿通されている接続線９５－１～９５－３は
、例えば、初めに、左ストップボタン２７－１に対応する接続線９５－１を前面扉３側に
引っ張り抜こうとしても、接続線通過穴８４をぎりぎり通過可能な大きさの引き出し防止
部材１０４－１が他の中ストップボタン２７－２の接続線９５－２などに引っ掛かり抜く
事が出来ない。すなわち、接続線通過穴部８４から接続線９５を前面扉３側に引き抜く際
には、挿入する場合とは逆に、先ず、右ストップボタン２７－３の接続線９５－３を引き
コネクタ１０６－３を接続線通過穴８４から抜き出し、次に、中ストップボタン２７－２
の接続線９５－２を引き、コネクタ１０６－２及び引き出し防止部材１０４－２を接続線
通過穴８４から抜き出し、最後に、左ストップボタン２７－１の接続線９５－３を引き、
コネクタ１０６－３及び引き出し防止部材１０４－１を接続線通過穴８４から抜き出す必
要がある。
【０１１６】
　従って、前面扉３の外側からのストップボタン２７の不正な抜き出しが困難なものとな
るので、スロットマシン１内部の装置への不正な操作の原因となるストップボタン２７の
取外しそのものを防止することができる。
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【０１１７】
（第６の実施の形態）
　以下、第6の実施の形態について図面を参照にして詳細に説明する。本実施の形態にお
ける特徴的な構成は、ストップボタン２７の貫通穴部２９への装着構造である。
【０１１８】
　図１５は、操作スイッチユニット３Ｃにストップボタン２７を装着する状態を示す図で
ある。なお、図には、中ストップボタン２７－２の装着状態のみを示しているが、左スト
ップボタン２７－１や右ストップボタン２７－３の装着の場合も同様である。図示のよう
に、本実施の形態では、中ストップボタン２７－２は、操作スイッチユニット３Ｃの裏側
（すなわち、前面扉３の裏側）から貫通穴部２９に挿入装着される。
【０１１９】
　図１６は、本実施の形態のストップボタン２７の構造を説明する説明図であり、図１６
（ａ）は、ストップボタン２７の正面図、図１６（ｂ）は、ストップボタン２７の側面図
、図１６（ｃ）は、ストップボタン２７の背面図、図１６（ｄ）は、ストップボタン２７
の平面図を示している。図示のように、ストップボタン２７は、その側面２７ａ上の対向
位置に該側面２７ａの形状に沿って延在するように突出形成されたフランジ部１０８を有
している。
【０１２０】
　また、ストップボタン２７の側面２７ａの対向配置されたそれぞれのフランジ部１０８
の隣接位置には、後述する操作スイッチユニット３Ｃの係止突起１１５（図１５参照）に
係止させるための係止片１０７が設けられている。この係止片１０７は、その基端部分１
０７ａが平行配置され上下方向に延在する一対のフレーム状に形成されておりストップボ
タン２７の側面２７ａに固着されている。そして、そのフレーム状部分の先端部分には、
側面２７ａから離間する方向に延在する叉状の突起挟み部１０７ｂが形成されている。な
お、本実施の形態において、フランジ部１０８は、側面２７ａに沿って下方に向かって漸
次傾斜する傾斜形状を有している。
【０１２１】
　そして、図１５に示しているように、各ストップボタン２７－１～２７－３は、隔壁部
１１１により仕切られており、この各隔壁部１１１の側面には、係合部１０９－１～１０
９－３が設けられている。この係合部１０９－１～１０９－３には、フランジ部１０８の
差し込みを許容する図示しない差込部分が形成されている。
【０１２２】
　更に、操作スイッチユニット３Ｃのボタン取り付け面１１３における貫通穴部２９の縁
部近傍位置には、ストップボタン２７の係止片１０７を係止させる上述の係止突起１１５
が、貫通穴部２９を挟む対向位置に形成されている。
【０１２３】
　図１７～図１９は、ストップボタン２７－２を操作スイッチユニット３Ｃの貫通穴部２
９－２に取り付ける態様を説明する図である。先ず、図１７に示すように、ストップボタ
ン２７－２を操作スイッチユニット３Ｃの内側から貫通穴部２９－２に挿入する。本実施
の形態において、ストップボタン２７－２の貫通穴部２９－２への挿入は、それぞれのフ
ランジ部１０８を各係止突起１１５－２に対応させる、すなわち、各フランジ部１０８の
位置が係合部１０９－２の位置とずれるようにして行なわれる。
【０１２４】
　次に、図１８、及び図１９に示すように、貫通穴部２９－２に挿入したストップボタン
２７－２を回転させる。このようにストップボタン２７－２を回転させることで、各フラ
ンジ部１０８が係合部１０９－２の上記差込部分に差し込まれて係合されるとともに、係
合片１０７が弾性変形してその突起挟み部１０７ｂが係止突起１１５に引っかかり係止さ
れる。
【０１２５】
　これにより、ストップボタン２７が、操作スイッチユニット３Ｃの裏面側、すなわち、
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貫通穴部２９を通過不能なストップボタン２７を前面扉３の裏面側から取り付け固定され
ているので、前面扉３の外側から工具などにストップボタン２７が抉られて取外されてし
まうことを防止することができる。すなわち、スロットマシン１の内部へ不正なアクセス
の可能性を与える、ストップボタン２７が取外されることによる貫通穴部２９の露出を効
果的に防止することができる。
【０１２６】
（第７の実施の形態）
　以下、第7の実施の形態について図面を参照にして詳細に説明する。なお、第６の実施
の形態と同様の要素には、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【０１２７】
　図２０は、操作スイッチユニット３Ｃにストップボタン２７を装着する状態を示す図で
ある。図示のように、本実施の形態では、各隔離壁１１１の貫通穴部２９側に対向する一
対のガイド部材１１８－１～１１８－３が設けられている。このガイド部材１１８の両端
部には、ストップボタン２７を貫通穴部２９に装着した状態で固定するための一対のスラ
イド片１２０が、スライド可能に係止される。なお、図には、中ストップボタン２７－２
の部分に対応するガイド部材１１８－２に係止されたスライド片１２０のみを図示してい
るが、勿論、他のストップボタン２７－１、２７－３の部分に対応するガイド部材１１８
－１、１１８－３にもスライド片１２０を係止させることが可能である。
【０１２８】
　図２１は、本実施の形態のストップボタン２７の構造を説明する説明図であり、図２１
（ａ）は、ストップボタン２７の正面図、図２１（ｂ）は、ストップボタン２７の側面図
、図２１（ｃ）は、ストップボタン２７の背面図、図２１（ｄ）は、ストップボタン２７
の平面図を示している。図示のように、本実施の形態におけるフランジ部１０８は、スト
ップボタン２７の側面２７ａに沿って略水平に形成されており、ストップボタン２７の正
面及び背面から視てほぼ中央位置に上方に突出する突出部１０８ａを備えている。この突
出部１０８ａには、ストップボタン２７の本体部分を挟んだ対向位置に係止突起１１５を
係合させるための孔部１０８ｂが形成されている。
【０１２９】
　図２２は、ストップボタン２７－２が貫通穴部２９－２に取り付けた状態を示す図であ
る。図から理解されるように、ストップボタン２７－２の取り付けは、ストップボタン２
７－２をフランジ部１０８の孔部１０８ｂと係止突起１１５が対応する位置で操作スイッ
チユニット３Ｃの裏側から貫通穴部２９－２に挿入し、一対のスライド部材１２０を相互
にストップボタン２７－２側にスライドさせることで、フランジ部１０８をスライド部材
１２０とボタン取り付け面１１３との間の空間に差し込むことで行なう。すなわち、フラ
ンジ部１０８が、スライド部材１２０とボタン取り付け面１１３との間で係止されること
でストップボタン２７－２が操作スイッチユニット３Ｃに固定された状態となる。なお、
スライド部材１２０をストップボタン２７－２から離間する方向にスライドさせることで
、フランジ部１０８に対する係止状態が解除される。
【０１３０】
　上記構成によれば、前面扉３の外側からのストップボタン２７の取外しを防止しつつ、
ストップボタン２７の操作スイッチユニット３Ｃ裏側からの着脱を容易に行なうことがで
きる。
【０１３１】
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、発明の要旨の範囲内で種
々変更が可能である。例えば、本実施の形態では、前面扉３の貫通穴部に挿入装着される
装着部材として、ベットボタン２３やストップボタン２７について挙げているが、これに
限られるものではなく、他の種々の部材を適用可能である。
【０１３２】
　また、本発明に係る遊技機としては、上記実施の形態において説明した種類のスロット
マシンに限られるものではなく、パチンコ機、遊技球を用いて遊技を行うスロットマシン
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、雀球、アレンジボール等の他の種々の遊技機が含まれる。
【符号の説明】
【０１３３】
１　スロットマシン（遊技機）
２　筐体
３　前面扉
４　遊技機本体
１９　貫通穴部
２３　ベットボタン
２７　ストップボタン
２９　貫通穴部
８０　遮断板（侵入規制手段）
８４　接続線通過穴部
９４　ボタンカバー部材（侵入規制手段）
９８　接続線案内部
１０２　接続線カバー部材

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(21) JP 5531425 B2 2014.6.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】

【図１９】



(24) JP 5531425 B2 2014.6.25

【図２０】 【図２１】

【図２２】
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